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集合住宅等における検針方法別 水道料金等の比較表

※この表では主に、３階建て以上の集合住宅等を対象として、検針方法別に水道料金等の取扱いを記載しています。
（２階建てまでの集合住宅等については、支管分岐により敷地内の地面に各戸ごとのメーターを設置することができます。）

３　各戸検針

遠隔式 普通式

全戸分を一括請求 全戸分を一括請求 各戸ごとに個別請求

親メーターの使用者 親メーターの使用者
各戸メーターの

それぞれの使用者

親メーターの指針 親メーターの指針 各戸メーターごとの指針

　各戸に口径１３ミリの給水管が設置され、使用
　水量が均等とみなし算定し、戸数分を合算 各戸ごとに個別算定

基本料金 ＋ 従量料金
㋐　　　　　　　　　　㋑

１戸当たりの料金 × 承認戸数
㋒　　　　　　　　　　　㋒ 

基本料金 ＋ 従量料金
㋕　　　　　　　　　　㋖

　（ 計算式の説明 ） 　（ 計算式の説明 ） 　（ 計算式の説明 ）

　㋐　基本料金
　　⇒　親メーターの口径に応じた料金

　㋑　従量料金
　　⇒　親メーターの使用水量 × 従量料金単価 

　㋒　１戸当たりの料金
　　⇒　口径１３ミリの基本料金 ＋ １戸当たりの従量料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㋓
　㋓　１戸当たりの従量料金 
　　⇒　１戸当たりのみなし使用水量 × 従量料金単価 
　　　　　　　　　　　　 ㋔
　㋔　１戸当たりのみなし使用水量
　　⇒　親メーターの使用水量 ÷ 承認戸数

　㋕　基本料金
　　⇒　各戸メーターの口径に応じた料金

　㋖　従量料金
　　⇒　各戸メーターの使用水量 × 従量料金単価 

　　　　　　　口径１３ミリの
　　　　　　　　メーターの

　　　　　　　加入負担金 × 承認戸数

　　　　　　　　各戸メーターの
　　　 　 　　　　口径に応じた

　　　　　　　　加入負担金 × 戸数

　■　承認を受けた集合住宅に既に納付された加入負担
　　　 金がある場合は、その分を上記の額から差し引く。

　■　共用栓は承認戸数に数えない。

　■　承認を受けた各戸検針の建物に既に納付された加
　　　 入負担金がある場合は、その分を上記の額から差
　　　 し引く。

　■　共用栓にも各戸メーターの設置が必要

市 市 市

― ―

　　建物の所有者

　■　遠隔指示式のメーター
　　　　を設置すること。

　■　８年ごとの交換が必要

　■　設置・交換は自己負担

市

― ―

　　建物の所有者

　■ １６年ごとの交換が必要

　■　設置・交換は自己負担

―

　■　アパートその他の集合住宅を対象とする。

　■　店舗、事務所等は対象外とする。

　■　集合住宅、店舗、事務所、倉庫等を対象とする。

　※３階建て直結直圧給水方式の建物について建築構造上やむを得ない場合は、支管分岐により敷地内の地面に各戸ごとのメーターを設置することができます。

（ 裏面では水道料金等の具体的な計算例を紹介しています。 ）

検針方法 １　通常の方法 ２　特別承認

計算方法

加入負担金 親メーターの加入負担金



210 ㎥ 　■　親メーターの使用水量 （左記のとおり） 210 ㎥ 　■　基本料金 （口径１３ミリ ） 1,200 円

　■　従量料金 20 ㎥ × 80 円 ＝ 1,600 円

20 ㎥ × 135 円 ＝ 2,700 円

　■　基本料金 （ 口径４０ミリ ） 17,600 円 5 ㎥ × 160 円 ＝ 800 円

　■　従量料金 20 ㎥ × 80 円 ＝ 1,600 円 合　　　計 6,300 円

20 ㎥ × 135 円 ＝ 2,700 円 1,200 円 　 税込料金 6,930 円

20 ㎥ × 160 円 ＝ 3,200 円 20 ㎥ × 80 円 ＝ 1,600 円 　※　他の部屋についても同様に料金算定すると

40 ㎥ × 190 円 ＝ 7,600 円 15 ㎥ × 135 円 ＝ 2,025 円

100 ㎥ × 235 円 ＝ 23,500 円 合　　　計 4,825 円

10 ㎥ × 260 円 ＝ 2,600 円

合　　　計 58,800 円

64,680 円 31,845 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

水道料金及び加入負担金の計算例

３　各戸検針

遠隔式 普通式

事    　　    例

　    ※　左記に次の条件を追加

　　　■　各戸に設置したメータ－の口径は全て１３ミリ

　　　■　共用栓に設置したメーターの口径も１３ミリ

水　道　料　金　（２か月分）

　※　集合住宅全体での料金を算定 　※　１戸当たりのみなし使用水量を算定 　※　各戸ごとに料金を算定 （ １０１号室を例にして計算 ）

　■　親メーターの使用水量

（45㎥+40㎥+34㎥+30㎥+26㎥+20㎥+15㎥＝210㎥）

　■　１戸当たりの基本料金（ 口径１３ミリ ）

　■  上記税込料金を６戸のそれぞれの使用者へ請求

　※　別途、共用栓についても水道料金がかかります。

　■　税込料金 （ 親メーターの使用者へ請求 ） 　■　税込料金 （ 親メーターの使用者へ請求 ） 　　　　((基本料金(口径１３ミリ)＋従量料金(15㎥))×税

　　　　　　　　　　　 　58,800円 × 1.1 ＝ 　　　　　　　　　 4,825円 × 6戸 × 1.1 ＝ 　　　　＝ ( 1,200円 ＋ 1,200円 )×1.1＝ 2,640円　

　■　共用栓メーターの使用者への税込料金　2,640円

　　※　特別承認や各戸検針による水道料金が、通常の方法と比べ必ず安くなるとは限りません。使用水量や戸数によっては料金が高くなることがあります。
　　　　 特別承認や各戸検針の検討に当たっては、事前に使用水量や戸数を予測し、それぞれの算定方法による料金を比較してみることをお勧めします。

お支払いいただく加入負担金の総額

　■　口径４０ミリのメーターを１個 　■　口径１３ミリのメーターを６個 　■　口径１３ミリのメーターを７個

　　　（ 内訳：各戸用のメーター６個 と 共用栓用のメーター１個 ）

１個当たり 580,000 １個当たり 100,000 １個当たり 100,000

税　込 638,000 税　込 110,000 税　込 110,000

　■　税込合計額　 638,000 　■　税込合計額　　 110,000円 × 6個 ＝ 660,000 　■　税込合計額　　110,000円 × 7個 ＝ 770,000 

　　※　特別承認や各戸検針による水道料金が、通常の方法と比べ必ず安くなるとは限りません。使用水量や戸数によっては料金が高くなることがあります。

検針方法 １　通常の方法 ２　特別承認

　■　１戸当たりの
　　　みなし使用水量

210 ㎥ ÷ 6 戸 ＝ 35 ㎥

　※　１戸当たりの料金を算定し、戸数分を合算

　■　１戸当たりの
　　　　 従量料金

計 算 例

■　３階建て全６戸のアパート （ 共用栓１個あり ）

■　親メーターの口径は４０ミリ

■　各戸及び共用栓の 「２か月当たりの使用水量」 は
    次のとおり

（２６㎥） （２０㎥）

（３４㎥） （３０㎥）

（４０㎥）（４５㎥）

部屋番号（号室） 101 102 201 202 301 302 共用栓

使用水量（ ㎥ ） 45 40 34 30 26 20 15

部屋番号（号室） 102 201 202 301 302

税込料金（ 円 ） 6,050 5,159 4,565 3,971 3,080


